
  君津中央病院企業団の⼈事⾏政運営における公正・透明性を確保するため、「地⽅公
務員法」及び「君津中央病院企業団⼈事⾏政の運営等の状況の公表に関する条例」に基
づき、令和２年度における⼈事⾏政の運営状況の概要を次のとおり公表します。 
 
１．職員の任免及び職員数に関する状況 
（１） 職員の採⽤の状況（令和２年４⽉１⽇〜令和３年３⽉３１⽇） 

区    分 ⼈ 数 
医師職 ２４ 
看護師職 ５６ 
医療技術職 １２ 
⼀般⾏政職 １０ 
労務職 １ 
教務職 ０ 
その他（看護助⼿等） １ 

合    計 １０４ 
 
（２） 職員の退職の状況（令和２年４⽉１⽇〜令和３年３⽉３１⽇） 

区    分 ⼈ 数（計） うち定年 うち定年以外 
医師職 ２１ ３ １８ 
看護師職 ４８ １１ ３７ 
医療技術職 １０ ４ ６ 
⼀般⾏政職 ０ ０ ０ 
労務職 ０ ０ ０ 
教務職 ２ ０ ２ 
その他（看護助⼿等） ４ ２ ２ 

合    計 ８５ ２０ ６５ 
（注）医師職の採⽤及び退職の主な事由は、県内外の公的医療機関間の勤務異動による

ものです。 
（３） 職種別の職員数（令和３年３⽉３１⽇現在）         （単位：⼈） 

区    分 君津中央病院 
（本 院） 

君津中央病院 
⼤佐和分院 
（分 院） 

君津中央病院 
附属看護学校 

（学 校） 
医師職 １１１ ４ ０ 
看護師職 ６１８ １６ ０ 
医療技術職 １９４ ９ ０ 
⼀般⾏政職 ６８ ２ ２ 
労務職 ７ １ ０ 
教務職 ０ ０ １４ 
その他（看護助⼿等） ２２ ０ ０ 

合    計 １，０２０ ３２ １６ 
 



２．職員の給与の状況 
（１） 職員給与費                         （単位：千円） 

区    分 本  院 分  院 学  校 
給料 ３,６０５,２４９ １３７,４７５ ６１,３３０ 
諸⼿当 ２,１５３,７０６ ７０,３３８ １５,０５３ 
期末勤勉⼿当 １,４３３,０４４ ５６,４７１ ２４,５６２ 

合    計 ７,１９１,９９９ ２６４,２８４ １００,９４５ 
（注）令和２年度決算によるもので、退職⼿当は含みません。 

 

（２） 職種別の平均給料等（令和２年４⽉１⽇現在） 
区    分 平均給料⽉額 平均給与⽉額 平均年齢 

医師職 ４７６,４７３円 １,１９７,６０６円 ４５歳８⽉ 
看護師職 ２８１,５４７円 ３７７,０９１円 ３７歳０⽉ 
医療技術職 ２７６,４１６円 ３７０,４１１円 ３６歳６⽉ 
⼀般⾏政職 ２９０,４７３円 ３９７,１９９円 ３８歳１⽉ 
労務職 ３１９,４４３円 ４８１,８５３円 ４５歳９⽉ 
教務職 ３２８,４２１円 ４０４,２１６円 ４８歳３⽉ 
その他（看護助⼿等） ２４７,３８５円 ２９９,８２７円 ４１歳８⽉ 

全  職  種 ３０２,２７３円 ４６４,８８２円 ３８歳３⽉ 
（注）「給料」は基本給で、「給与」は、給料に扶養⼿当、地域⼿当、通勤⼿当等の 

諸⼿当（期末勤勉⼿当・退職⼿当を除く）を合計したものです。 
 

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
（１） 勤務時間（標準的なもの）（令和２年４⽉１⽇現在） 

１週間の 
勤務時間 勤務時間 休憩時間 

３８時間４５分 ８時３０分〜１７時１５分 １２時００分〜１３時００分 
 
（２） 年次有給休暇の取得状況（令和２年４⽉１⽇〜令和３年３⽉３１⽇） 

総付与⽇数（A） 総取得⽇数（B） 対象職員数（C） 平均取得⽇数 
（B／C） 消化率（B／A） 

１９,７００⽇ ９,５１１⽇ ９８５⼈ ９．７⽇ ４８％ 
（注）対象職員数とは、上記の全期間を在職した職員です（当該期間の中途の採⽤、 

退職、育児休業等取得者は除いています）。 
 



（３） 育児休業及び部分休業の取得状況（令和２年４⽉１⽇〜令和３年３⽉３１⽇） 
（単位：⼈） 

区   分 育児休業取得者 
 

部分休業取得者 う ち 前 年 度 か
らの取得者 

男性職員 １  ０  ０  
⼥性職員 ５１  ２５  ０  
合    計 ５２  ２５  ０  

 
（４） 介護休暇の取得状況（令和２年４⽉１⽇〜令和３年３⽉３１⽇）（単位：⼈） 

区   分 介護休暇取得者 
 
う ち 前 年 度 か
らの取得者 

男性職員 ０  ０  
⼥性職員 ０  ０  
合    計 ０  ０  

 
４．職員の分限及び懲戒処分の状況 
（１） 分限処分者数（令和２年４⽉１⽇〜令和３年３⽉３１⽇）     （単位：⼈） 

区     分 降任 免職 休職 降給 合計 
勤務成績が良くない場合 ０  ０  ０  ０  ０  
⼼⾝の故障の場合 ０  ０  １４  ０  １４  
職に必要な適格性を⽋く場合 ０  ０  ０  ０  ０  
職制、定数の改廃、予算の減少により
廃職、過員を⽣じた場合 ０  ０  ０  ０  ０  

刑事事件に関し起訴された場合 ０  ０  ０  ０  ０  
合      計 ０  ０  １４  ０  １４  

 
（２） 懲戒処分者数（令和２年４⽉１⽇〜令和３年３⽉３１⽇）     （単位：⼈） 

区     分 戒告 減給 停職 免職 合計 
法令に違反した場合 ０  ０  ０  ０  ０  
職務上の義務に違反し⼜は職務を怠
った場合 ０  ０  ０  ０  ０  

全体の奉仕者たるにふさわしくない
⾮⾏のあった場合 ０  ０  ０  ０  ０  

合      計 ０  ０  ０  ０  ０  
 



５．職員の服務の状況 
地⽅公務員法第３０条には、服務の根本基準として、「すべての職員は、全体の奉仕者とし

て公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂⾏に当たっては、全⼒を挙げてこれに専念しな
ければならない。」と定められています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、職員
に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信⽤失墜⾏為の禁⽌、秘密を守る義務、
職務に専念する義務、営利企業等の従事制限等、服務上の強い制約を課しています。 

 
６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況 
（１） 職員の研修 

職員の職務遂⾏能⼒の向上及び各職種における専⾨的な医療技術を習得することを⽬的に、
各職種における職能団体等主催の研修会に参加し、研鑚を図っています。 

また、院内での各種研修会も開催しています。 
 
 

（２） 勤務成績の評定 
職員の勤務状況について、所属⻑が部下の⾏動や能⼒等を評定し、昇任、昇格、昇給等の決

定に活⽤しています。 
 

７．職員の福祉及び利益の保護の状況 
（１） 職員の福利厚⽣制度 

千葉県市町村職員共済組合及び千葉県市町村職員互助会に加⼊しており、共済組合では、職
員とその家族の病気・けが・出産・死亡等に対して給付を⾏う「短期給付事業」、退職・障害・
死亡に対して年⾦の給付を⾏う「⻑期給付事業」及び健康の保持増進を⾏う「福祉事業」を主
に⾏い、互助会においては、各種の給付・助成事業を⾏っています。 
   
（２） 公務災害の状況（令和２年４⽉１⽇〜令和３年３⽉３１⽇）（単位：件） 
労働安全衛⽣ 

区  分 認定件数 
公務災害 ２  
通勤災害 ０  
合    計 ２  

 
（３） 職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するため、労働安全衛⽣法等に基

づき、産業医及び衛⽣管理者等を選任し、定期的に衛⽣委員会を開催しています。 
  また、事業者責任として職員の健康状態を把握し、健康障害や疾病の早期発⾒を⾏うた
め、定期健康診断及び特定業務従事者健康診断（深夜業従事等）を実施しています。 

 


